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■事業報告

会社の新株予約権等に関する事項

（1） 当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況

名称
新日本空調株式会社

2016 年度新株予約権

新日本空調株式会社

2017 年度新株予約権

新日本空調株式会社

2018 年度新株予約権

発行決議日 2016 年 8 月 4 日 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日

区分

取締役

（監査等委員および

社外取締役を除く）

取締役

（監査等委員および

社外取締役を除く）

取締役

（監査等委員および

社外取締役を除く）

保有者数 2 名 2 名 2 名

新株予約権の数 82 個 60 個 52 個

新株予約権の目的

である株式の種類

および数

普通株式

16,400 株

（新株予約権 1 個につき

200 株）

普通株式

12,000 株

（新株予約権 1 個につき

200 株）

普通株式

10,400 株

（新株予約権 1 個につき

200 株）

新株予約権の

払込金額

新株予約権

1 個当たり 96,000 円

（1 株当たり 480 円）

新株予約権

1 個当たり 142,900 円

（1 株当たり 714.5 円）

新株予約権

1 個当たり 147,800 円

（1 株当たり 739 円）

新株予約権の行使

に際して出資される

財産の価額

1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円 1 株当たり 1 円

新株予約権の

権利行使期間

2016 年 8 月 23 日～

2046 年 8 月 22 日

2017 年 7 月 11 日～

2047 年 7 月 10 日

2018 年 7 月 10 日～

2048 年 7 月 9 日

（注）1．新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該払込金額
の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを
要しないものとする。

2．譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

3．新株予約権の行使条件

（1） 新株予約権者は、新株予約権の権利行使期間内において、当社の取締役、執行役員
および従業員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10 日を経過する日までの
間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。

（2） 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使
することができる。

（3） その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契
約に定めるところによる。

4．当社は、2025 年 1 月 1 日を効力発生日として普通株式 1 株につき 2 株の割合で株式分
割を行っており、これにより、新株予約権の目的である株式の数および新株予約権の 1
株当たり払込金額が調整されている。
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会計監査人に関する事項

（1） 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2） 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 81 百万円

当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額
85 百万円

（注）1．当社監査等委員会は、監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査

計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および報酬額の見積りの

妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同

意を行っております。

 2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法にもとづく監査と金融

商品取引法にもとづく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質

的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には

これらの合計額を記載しております。

（3） 非監査業務の内容

 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業

務）である「ハラスメント研修会に関する助言業務」等についての対価を支払っており

ます。

（4） 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

 当社では、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計

監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会が監

査等委員会規程に則り、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に付

議いたします。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

（1） 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法が定める「業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制

システム）の基本方針を次のとおり定めております。

1） 取締役および使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、法令、社会規範、倫理などの厳守（コンプライアンス）を業務遂行上の最

重要課題のひとつとして位置づけ、その達成を目的として当社グループの会社の

方針を制定し、役職員に順守を求める。

② 役職員に対し、コンプライアンスの徹底を図ることを目的として、コンプライアン

ス規程を定め、その目的を遂行するための機関として、コンプライアンス統括責任

者としてＣＣＯ（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）を任命し、ＣＣＯを委

員長とするコンプライアンス委員会を設置する。コンプライアンス委員会は、コン

プライアンスに関する事項を協議し、コンプライアンス違反や関係する相談内容

の調査の総括および報告を行う。

また、独占禁止法違反の未然防止を図るため、社長が任命した者を委員長とした受

注プロセス監視委員会をコンプライアンス委員会の下部組織として設置する。受

注プロセス監視委員会は、入札案件について、入札前の段階において不適切な営業

活動の有無をチェック、監視するとともに、同業他社等との接触状況について確認

し、コンプライアンス委員会に報告を行う。

③ コンプライアンスに関する報告、相談ルートとして、社内と社外有識者による

社外に、それぞれ専用の相談窓口(ヘルプライン)を開設し、コンプライアンス

違反の未然防止に努める。なお、相談者の希望により匿名性を保障するとともに、

相談者に不利益にならないことを確保する。

④ 役職員に対し、定期的にコンプライアンス教育を実施するとともに、基本は職場に

おけるコンプライアンスの実践にあるという方針から、各部門にコンプライアン

ス推進責任者を配置し、コンプライアンスの徹底を図る。

⑤ コンプライアンスの違反者に対しては、社内規程にもとづき厳正に対処する。

⑥ 取締役および職員の業務執行における法令、社内規程等の順守状況についての

内部監査を定期的に実施する。

2） 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、業務文書管理規程に定める「業務文書の管理ならびに保存期間」に

従って以下に列挙する取締役の職務の執行に係わる重要情報を文書または電磁的

記録により関連資料とともに保存、管理する。

a 株主総会議事録

b 取締役会議事録

c 経営会議議事録

d その他会社規則に定める委員会議事録

e 稟議書

f 会計帳簿、計算書類、出入金伝票

g 官公庁その他公的機関、東京証券取引所に提出した書類の写し

h その他業務文書管理規程に定める書類
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3） 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 当社は、リスク管理規程を定め、当社グループの経営に影響を及ぼすリスクの

防止および会社の損失の最小化を図る。役職員に対して、当該規程に定めるリスク

の発生または顕在化による損害を想定し、必要な措置を事前に講ずるとともに、リ

スク発生時の迅速な報告を求めることにより、リスク管理体制を構築する。

② リスク管理規程にもとづき、社長を委員長に、社外有識者を含めたリスク管理

委員会を設置し、リスクの回避、低減および管理の強化を図る。

③ 緊急事態発生時においては、危機管理規程にもとづき、損害、損失等を抑制するた

めの具体策を迅速に決定、実行する組織として、社長または社長が任命する者を本

部長とする緊急対策本部を設置し、適切に対応する。

④ 内部監査部は、各部門のリスク管理の状況を定期的に監査する。

4） 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会   ： 取締役については、実質的な討議を可能とする人数にとどめると

ともに、取締役会は、取締役の職務執行が効率性を含め適正に行われているかを

監督する。

② 執行役員制 ： 取締役の職務の執行がより効率的に行われるべく、業務の執行に

あたり、執行役員制を採用する。執行役員は取締役会で選任され、取締役会が定

めた責務を執行する。

③ 経営会議   ： 経営会議を設置し、当社経営に係わる重要な業務執行の方針、業

務案件を審議し、適正化を図る。

④ 稟議制度   ： 重要な業務執行案件については、稟議により決裁する制度を構築

する。

5） 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、関係会社管理規程等を通じ、次のとおり関係会社に対し適切な管理を

行う。

a 関係会社の経営状況を把握し、適切な連結経営体制を構築・推進する。

b 当社グループの会社の方針にもとづき、関係会社各社において方針を策定し、業

務を適正に行うための行動の指針とする。

c 関係会社の経営者が適切な水準の社内規程を整備、運用するよう求める。

d 関係会社の重要事項についての報告を求め、また役員の選任、剰余金の処分など

の決議事項について、出資者として適切な意思表示を行う。

e 関係会社についても、当社に準じたヘルプラインを開設するとともに、コンプラ

イアンス研修会を定期的に実施し、コンプライアンスの徹底を図る。

f 関係会社に対し、当社内部監査部により定期的に内部監査を実施し、コンプライ

アンス上の課題、問題の把握に努める。

g 関係会社の内部統制やコンプライアンスの一層の整備と改善に、当社の内部統

制部門が関与し、重要な問題点については、適切な是正措置の実施を求める。

6） 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役

（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示

の実効性の確保に関する事項
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① 当社は、監査等委員会の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、監査

等委員会の職務執行を補助する組織を法務部とし、補助する職員の人事について

は、監査等委員会が求めた適正な人数を確保するよう監査等委員会と協議するも

のとする。

② 監査職務に必要な指示を受けた補助する職員は、監査等委員会ならびに監査等委

員の指示に従うとともに、守秘義務を負う。

7） 当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監

査等委員会への報告に関する体制

① 監査等委員は、取締役会のほか重要な意思決定の過程および業務の執行状況を

把握するため、経営会議、その他社内で規定している重要な会議または委員会に出

席する。

② 監査等委員会には稟議書その他重要な書類が回付され、または要請があれば

速やかに関係書類、資料等が提出される。

③ 取締役（監査等委員である取締役を除く）は上記のほか、当社および関係会社に関

する次に定める事項を監査等委員である取締役に対して報告する。

a 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

b 内部監査状況

c リスク管理に関する状況

d 重大な法令・定款違反

e ヘルプラインの相談状況

f その他コンプライアンス上重要な事項

④ 監査等委員会は必要に応じて、取締役（監査等委員である取締役を除く）および職

員に対して報告を求めることができる。

⑤ 上記を含め、監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不

利益にならないことを確保する。

8） その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査等委員会は、社長、取締役（監査等委員である取締役を除く）、会計監査人と

それぞれ定期的に意見交換会を開催する。

② 監査等委員会が必要と認めたときは、特定の事項について内部監査部に監査の

指示を行うことができる。また、監査等委員会は、管理本部その他各部門に対して

も随時必要に応じて監査への協力を求めることができる。

③ 監査等委員の職務の執行にかかる諸費用については、あらかじめ予算を会社に

提示し、請求できる。

9） 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

当社グループは、反社会的勢力や団体との関係遮断を断固たる決意で臨む。その旨

当社グループの会社の方針に定め、役職員に対する教育・啓発活動を通じて周知、徹

底を図るとともに、事案発生時には、社内の関係部門間の情報共有および関係行政機

関や法律の専門家と緊密に連絡を取ることにより、組織全体として速やかに対処で

きる体制を構築する。
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（2） 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の「業務の適正を確保するために必要な体制」（内部統制システム）の運用

状況の概要は次のとおりであります。

1） コンプライアンス体制

当社は、コンプライアンスの徹底を当社グループの会社の方針に定め、役職員に周

知し、順守を求めております。また、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会お

よび受注プロセス監視委員会を設置し、適宜コンプライアンスに関する事項の審議、

報告を行っております。

なお、コンプライアンス推進へ向け各施策を実施し、不正防止に努めております。

当事業年度は、当社グループの取締役および経営幹部へガバナンス研修を実施する

とともに、管理職を対象とした特別研修、職員および契約社員を対象とした研修を実

施しました。また、協力会社に対しては、研修の実施に加え、コンプライアンス誓約

書の再提出を依頼する等、コンプライアンスの推進に努めました。

2） 取締役の職務の執行体制

取締役会は、法令で定められた事項や経営上の重要な事項を審議、意思決定すると

ともに、社外取締役を含めた構成とし、取締役の職務執行が効率性を含め適正に行わ

れているかを監督しております。また、執行役員制の採用、経営会議の開催ならびに

稟議制度の運用により適正化、効率化を図っております。

3） リスク管理体制

当社は、当社グループの経営に影響を及ぼす様々なリスクに対処するため、リスク

管理規程を定め、役職員に対してはリスクの発生または顕在化による損害を想定し、

必要な措置を事前に講ずるとともにリスク発生時には迅速な報告を求めました。ま

た、リスク管理委員会において、リスクの回避、低減および管理の強化を図っており

ます。

なお、緊急事態発生時においては、危機管理規程にもとづき、緊急の対策本部を設

置し、適切に対応しております。

4） 関係会社管理体制

当社は、関係会社管理規程にもとづき、定期的に経営状況を把握し、関係会社へ重

要事項について報告を求めました。また、各社における社内規程の整備やヘルプライ

ンの運用を求め、コンプライアンスの推進を図っております。

5） 監査等委員会の監査体制

監査等委員は、取締役会・経営会議等重要な会議に出席するほか、重要な決議

書類の閲覧を行い、重要な事項の発生については随時報告を受けております。また、

監査等委員会は取締役（監査等委員である取締役を除く）および会計監査人との間で

定期的に意見交換会を開催し、必要に応じ取締役（監査等委員である取締役を除く）

および職員等に対して報告を求め、監査の実効性を高めております。

6） 内部監査体制

内部監査部は、当社グループの内部監査を実施し、コンプライアンス、リスク
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管理の状況を監査し、課題や問題の把握に努めております。また、監査結果について

は、監査等委員会に随時報告を行っております。

7） 反社会的勢力排除に向けた体制

当社は、反社会的勢力との関係遮断の決意について当社グループの会社の方針に

定め、役職員へ周知を行っております。また、取引先との契約に際して反社会的

勢力排除に関する条項を記載するほか、警察等の外部専門機関との協力体制を構築

しております。
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株式会社の支配に関する基本方針

当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を次の

とおり定めております。

上場会社である当社の株券等は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められてお

り、当社株券等に対する大量買付行為またはこれに類似する行為があった場合において

も、一概にこれを否定するものではなく、大量買付行為に関する提案に応じるか否かの判

断は、最終的には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

しかしながら、わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、

一方的に大量買付行為またはこれに類似する行為を強行する動きも見受けられないわけ

ではなく、こうした大量買付行為の中には、対象会社の企業価値および会社の利益ひいて

は株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、

企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解

し、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上さ

せる者でなければならないと考えております。したがいまして、企業価値および会社の利

益ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為またはこれに

類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適

切であると考えます。

そのため、当社は、当社株式に対してこのような大量買付行為が行われた際には、

大量買付行為の是非を株主の皆様に適切に判断していただくために必要な情報収集と適

時開示に努めるとともに、法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいりま

す。



- 9 -

■連結計算書類

連結株主資本等変動計算書
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2025年４月１日残高 5,158 7,104 49,895 △3,707 58,450

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △4,083 △4,083

親会社株主に帰属する
当期純利益 12,154 12,154

自己株式の取得 △1 △1

譲渡制限付株式報酬 159 150 309

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 159 8,070 148 8,378

2026年３月31日残高 5,158 7,264 57,965 △3,559 66,829

その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

その他の包括利益

累計額合計

2025年４月１日残高 9,485 1,290 10,776 68 69,294

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △4,083

親会社株主に帰属する
当期純利益 12,154

自己株式の取得 △1

譲渡制限付株式報酬 309

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

4,875 120 4,996 － 4,996

連結会計年度中の変動額合計 4,875 120 4,996 － 13,375

2026年３月31日残高 14,360 1,411 15,772 68 82,669

(注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

1.連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社数 10 社

連結子会社の名称

新日空サービス株式会社

日宝工業株式会社

新日空（中国）建設有限公司

SHIN NIPPON LANKA (PRIVATE) LIMITED

SNK (ASIA PACIFIC) PTE.LTD.

新日空工貿（上海）有限公司

新日空建築労務（上海）有限公司

福建新日空投資諮詢有限公司

新日空（香港）建設有限公司

SNK ASIA PACIFIC VN CO.,LTD

2.持分法の適用に関する事項

持分法適用、持分法非適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

3.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、新日空（中国）建設有限公司、SHIN NIPPON LANKA (PRIVATE)

LIMITED、SNK (ASIA PACIFIC) PTE.LTD.、新日空工貿（上海）有限公司、新日空

建築労務（上海）有限公司、福建新日空投資諮詢有限公司、新日空（香港）建設

有限公司及び SNK ASIA PACIFIC VN CO.,LTDの決算日は 12月 31日であります。

連結計算書類作成に当たっては同決算日現在の決算書を使用しております。ただ

し、１月１日から３月 31 日までの期間に発生した重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

新日空サービス株式会社及び日宝工業株式会社の決算日と連結決算日は一致し

ております。

4.会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

 ①有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

市場価格のない株式等      移動平均法に基づく原価法

投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（金融

商品取引法第２条第２項によ

り有価証券とみなされるもの）

組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法

によっております。
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②棚卸資産

未成工事支出金   個別法に基づく原価法

その他の棚卸資産  移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

③デリバティブ

 時価法

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

 ①有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社については、定率法を採用しております。ただし、1998

年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに 2016 年４月１

日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しており

ます。

在外連結子会社については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物・構築物          ３年 ～ 50 年

機械・運搬具・工具器具備品   ２年 ～ 20年

 ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用）         ５年

 ③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しておりま

す。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3)重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しております。

②役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しております。

 ③完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保、アフターサービス等の費用に充てるため、過去の実

績等を勘案して見積った額を計上しております。

 ④工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ金

額を合理的に見積ることができる工事について、その損失を見積った額を計上

しております。

(4)収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社においては、主に長期の工事契約を締結しております。当

該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行

義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、

各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に
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占める割合に基づいて行っております。なお、契約における開始日から完全に

履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、

代替的な取扱いを適用し、進捗度に応じて収益を認識せず、完全に履行義務を

充足した時点で収益を認識しております。また、取引の対価は契約条件に基づ

き段階的に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

(5)その他連結計算書類作成のための重要な事項

退職給付に係る会計処理の方法

当社及び一部の連結子会社は、退職給付に係る負債、退職給付に係る資産及び

退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法を用いた簡便法を適用しております。

２.収益認識に関する注記

1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

区 分 当連結会計年度

国内 136,892百万円

 一般設備工事 128,975百万円

 原子力施設設備工事 7,917 百万円

海外 17,991 百万円

 一般設備工事等 17,991 百万円

合計 154,884百万円

2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項」の「4.会計方針に関

する事項(4)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フロー

との関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会

計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

(1)契約資産及び契約負債の残高等

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 43,321 百万円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 50,740 百万円

契約資産（期首残高） 20,887 百万円

契約資産（期末残高） 17,635 百万円

契約負債（期首残高） 3,017 百万円

契約負債（期末残高） 2,622 百万円

契約資産は、主に工事契約等において進捗度の測定に基づき認識した収益の

未請求額であり、連結貸借対照表上、「受取手形・完成工事未収入金等」に含ま

れております。契約資産は、顧客から検収を受けることにより当社及び連結子

会社の権利が無条件となった時点で、顧客との契約から生じた債権へ振り替え

られます。契約負債は、主に工事契約等における顧客からの前受金であり、連

結貸借対照表上、「未成工事受入金」に含まれております。契約負債は収益の認

識に伴い取り崩されます。
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過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に

認識した収益の額に重要性はありません。

(2)残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度

１年以内 90,511 百万円

１年超２年以内 37,671 百万円

２年超 20,564 百万円

合計 148,747 百万円

３.表示方法の変更に関する注記

(連結損益計算書関係)

1. 前連結会計年度において、営業外費用「その他」に含めて表示しておりまし

た「投資事業組合運用損」（前連結会計年度 3百万円）は、営業外費用の総

額の 100 分の 10 を超えたため、当連結会計年度より営業外費用「投資事業

組合運用損」に区分掲記しております。

2. 前連結会計年度において、営業外費用「その他」に含めて表示しておりまし

た「支払保証料」（前連結会計年度 4百万円）は、営業外費用の総額の 100

分の 10 を超えたため、当連結会計年度より営業外費用「支払保証料」に区

分掲記しております。

４.会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目

であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある

ものは、次のとおりです。

1.当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

一定の期間にわたる履行義務の充足による完成工事高 122,070百万円

工事損失引当金                     121百万円

2.会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

上記に記載した金額は、「１.4.会計方針に関する事項」(3)④及び(4)に記載し

た方法で算出しております。一定の期間にわたる履行義務の充足による完成工

事高や工事損失引当金の計上は、工事契約ごとの総支出額である工事原価総額

の見積りに大きく依存しており、その見積りは過去の実績に基づき、資材や外

注費等の市況や各案件の施工条件を考慮し算定しております。

予期し得ない設計・仕様変更、工事進捗の遅延、市況変動等により、工事原価

総額が大幅に増減した場合には、翌連結会計年度の連結計算書類において、完

成工事高や工事損失引当金の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

５.連結貸借対照表関係

担保に供している資産 現金預金（定期預金）          27百万円
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６.連結損益計算書関係

完成工事高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分し

て記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、154,884百万円で

あります。

７.連結株主資本等変動計算書関係

1.当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

決  議
株式の

種 類

配当金の総

額(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基 準 日 効力発生日

2025年６月27日

定時株主総会

普通

株式
2,265 50.00 2025年３月 31日 2025年６月 30日

2025年11月13日

取締役会

普通

株式
1,817 40.00 2025年９月 30日 2025年12月5日

計  4,083

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度となるもの

2026年６月 26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する

事項を次のとおり提案する予定であります。

①配当金の原資 利益剰余金

②配当金の総額 3,181 百万円

③１株当たり配当額 70 円 00銭

④基準日 2026 年３月 31日

⑤効力発生日 2026 年６月 29日

3.当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除

く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式                            106,600 株

８.金融商品

1.金融商品の状況に関する事項

資金運用については、余裕資金を効率的に活用し、安全かつ確実に運用収益を確

保することを目的としております。資金調達については、資金繰り状況を考慮し

ながら必要な運転資金（主に銀行借入）の調達を行っております。デリバティブ

取引は、為替の変動リスク、金利の変動リスク、価格の変動リスクを回避するた

めに利用するもので、投機的な取引は行わない方針であります。

2.金融商品の時価等に関する事項

2026 年３月 31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及

びこれらの差額については次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等

（連結貸借対照表計上額 983百万円）は、「投資有価証券」には含めておりませ

ん。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形・完成工事未収入金等、

普通株式 48,564,450株
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電子記録債権、有価証券（譲渡性預金等）、支払手形・工事未払金、電子記録債務、

短期借入金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ことから、注記を省略しております。

（単位：百万円）

連結貸借対照表

計上額
時 価 差 額

投資有価証券

 満期保有目的の債券 300 298 △1

 その他有価証券 28,288 28,288 －

資産計 28,588 28,586 △1

長期借入金（１年内返済予定含む） 441  436 △5

負債計 441 436 △5

デリバティブ取引（注 2） 8 8 －

（注 1）投資事業有限責任組合への出資については、「時価の算定に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31号 2021年６月 17日）第 24-16

項に従い、時価開示の対象としておりません。

（注 2）デリバティブによって生じた正味の債権・債務は純額で計上しております。

3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応

じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場

において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負

債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のイ

ンプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定し

た時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した

時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それ

らのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が

最も低いレベルに時価を分類しております。

(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式 27,841 － － 27,841

社債 － 446 － 446

資産計 27,841 446 － 28,288

デリバティブ取引

  通貨関連 － 8 － 8
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(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

満期保有目的の債券

社債 － 298 － 298

資産計 － 298 － 298

長期借入金（１年内返済予定含む） － 436 － 436

負債計 － 436 － 436

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引さ

れているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。一方で、当社が

保有している社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格と

は認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。

長期借入金（１年内返済予定含む）

これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味

した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。

デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算

定しており、レベル２の時価に分類しております。

９.１株当たり情報

1.１株当たり純資産額                                      1,817円 48銭

2.１株当たり当期純利益                                      267円 76銭
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株主資本等変動計算書

（2025年４月１日から 2026 年３月 31日まで）

（単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

2025 年４月１日残高 5,158 6,887 216 7,104

事業年度中の変動額

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

譲渡制限付株式報酬 159 159

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― 159 159

2026 年３月 31 日残高 5,158 6,887 376 7,264

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

2025 年４月１日残高 593 11,740 32,703 45,036 △3,707 53,592

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △4,083 △4,083 △4,083

当期純利益 12,492 12,492 12,492

自己株式の取得 △1 △1

譲渡制限付株式報酬 150 309

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 ― ― 8,409 8,409 148 8,717

2026 年３月 31 日残高 593 11,740 41,112 53,445 △3,559 62,309

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券

評価差額金

評価・換算差額等

合計

2025 年４月１日残高 9,474 9,474 68 63,134

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △4,083

当期純利益 12,492

自己株式の取得 △1

譲渡制限付株式報酬 309

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） 4,884 4,884 ― 4,884

事業年度中の変動額合計 4,884 4,884 ― 13,601

2026 年３月 31 日残高 14,358 14,358 68 76,736

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

■計算書類



- 18 -

個別注記表

１.重要な会計方針に係る事項

1.資産の評価基準及び評価方法

（1）有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

子会社株式     移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定）

市場価格のない株式等      移動平均法に基づく原価法

投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（金

融商品取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされるも

の）

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な最近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

（2）棚卸資産

未成工事支出金   個別法に基づく原価法

その他の棚卸資産  移動平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2.固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備は除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備

及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物          ３ 年 ～ 45 年

構築物                 10 年 ～ 50 年

工具器具・備品      ２ 年 ～ 20 年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ソフトウエア（自社利用）           ５年

（3）リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しておりま

す。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

3.引当金の計上基準

（1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。
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（2）役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見

込額に基づき計上しております。

（3）完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保、アフターサービス等の費用に充てるため、過去の

実績等を勘案して見積った額を計上しております。

（4）工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ

金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失を見積った額を

計上しております。

（5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込

額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたっては、期間定額基準によっております。

4.収益及び費用の計上基準

主に長期の工事契約を締結しております。当該契約については、一定の期間

にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基

づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに

発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行

っております。なお、契約における開始日から完全に履行義務を充足すると

見込まれる時点までの期間がごく短い工事については、代替的な取扱いを適

用し、進捗度に応じて収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収

益を認識しております。また、取引の対価は契約条件に基づき段階的に受領

しており、重要な金融要素は含まれておりません。

２.収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「２.

収益認識に関する注記」に記載されている内容と同一のため、注記を省略しており

ます。

３.会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であっ

て、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のと

おりであります。

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

一定の期間にわたる履行義務の充足による完成工事高   110,176百万円

工事損失引当金                       102百万円

(2)会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

(1)の金額の算出方法は、連結計算書類「４.会計上の見積りに関する注記」の内

容と同一であります。
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４.貸借対照表関係

1.保証債務

SHIN NIPPON LANKA (PRIVATE) LIMITEDの主に受注

工事に係る履行保証等債務に対する保証            141百万円

SNK (ASIA PACIFIC) PTE.LTD. の主に受注

工事に係る履行保証等債務に対する保証           88百万円

新日空工貿（上海）有限公司の支払保証等債務

に対する保証                    8,414百万円

2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権                                           30百万円

短期金銭債務                                          415百万円

５.損益計算書関係

1.関係会社との取引高

        営業取引による取引高

      完成工事高                       9 百万円

          仕入高                                            2,444百万円

      その他                       365 百万円

     営業取引以外の取引による取引高

           受取配当金                    2,407 百万円

      その他                        26 百万円

６.株主資本等変動計算書関係

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式                                    3,115,992株

７.税効果会計

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産の発生の主な原因は、未払従業員賞与の否認等であり、繰延税金負債の

発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。

８.関連当事者との取引

子会社及び関連会社等

(単位：百万円)

種類
会社等の

名称
所在地

議決権等の所有

(被所有)割合

関連当事者

との関係

取引の

内容
取引金額 科目 期末残高

子会社

新日空工貿

（上海）有限

公司

中華人民

共和国

（所有）

間接 100.0%

債務の保証

役員の兼任

債務保証

(注)
8,414 － －

取引条件および取引条件決定方針等

(注) 新日空工貿（上海）有限公司の支払保証等債務に対する保証を行っており、取引金額は債務保証の

期末残高を記載しております。なお、当該債務保証に対して保証料を受領しております。
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９.１株当たり情報

1.１株当たり純資産額                                   1,686円 92銭

2.１株当たり当期純利益                                  275円 21銭


